
  ①　提出日を記入して下さい。

　②　住所・名称等はあらかじめ印字していますので、変更がなければ会社印を押して下さい。
※　 住所・名称等が変更になった場合、総括表(変更分）に変更した箇所のみ記載してください。

また、変更分は切り離さず提出してください。

　③　特別徴収（給与天引）の方の人数を記入して下さい。 (正職員・パート・アルバイト等)

　④　普通徴収（個人納付）の方の人数を記入して下さい。 (退職者・乙欄等)

　⑤　嘉手納町に提出する人数（特別徴収と普通徴収の合計）を記入して下さい。

　⑥　問い合わせの際に使用しますので、連絡者の氏名・電話番号は必ず記入して下さい。

　⑦　会計事務所等に委託している事業所は、この総括表を渡して下さい。
※ 嘉手納町の総括表がない場合は、税務署所定の総括表をお使い下さい。

（（（（そのそのそのその際際際際はははは、、、、特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収〇〇〇〇〇〇〇〇人人人人、、、、普通徴収普通徴収普通徴収普通徴収〇〇〇〇〇〇〇〇人人人人とととと表示表示表示表示してくださいしてくださいしてくださいしてください。）。）。）。）

  事業主（給与支払者）は、月々の給与支払の際に従業員（正社員、パートパートパートパート、アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト等）

から所得税を源泉徴収（給与天引）して税務署に納めるとともに、個人住民税も特別徴収（給

与天引）して従業員の１月１日現在における住所所在地の市町村に納めていただくことが法律

により義務付けされております。 （所得税法第１８３条、地方税法第３２１条の４）

メリット
住民税は所得税のように税額を計算する必要はございません！
５月に嘉手納町から税額通知書を送付します！

※今まで個人住民税を普通徴収にされていた事業所は平成２２年度から特別徴収により納付して頂く
ようよろしくお願いいたします！
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納税義務者
にとっての
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ります！



　

嘉手納町役場　税務課　税務係
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納５８８番地
ＴＥＬ　098-956-1111 （内線184・132）

摘要欄には
・・・控除対象配偶者、扶養親族の名前・続柄を必ず記入してください。別居の場合は住所・
生年月日も記入してください。
・・・前職分の給与が含まれている場合は必ず前会社名・給与支払額・社会保険料等・源泉
徴収税額を記入してください。
・・・国民年金等を社会保険料控除に含めている場合は記入してください。
特に希望や連絡事項等がある場合は朱書き記入してください。（例）訂正分、再提出分、等

●　扶養親族のうち、障害者に該当する人数を記入
してください。

・「特別（人）」・・・特別障害者の人数
・「特別（内）」・・・同居の特別障害者の人数
・「その他」・・・普通障害者の人数

●　一般の扶養親族の人数を記入してください。

●　対象配偶者の「有」「無」いずれかに○を記入し
てください。老年控除対象配偶者がある場合は「老
人」にも○を記入してください。

●　所得税の配偶者特別控除の金額を記入してく
ださい。

●　特定扶養親族の人数を記入してください。

☆　住宅借入金等特別税額控除の創設
　

　　平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成２５年までの間に入居した場
合、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方で、所得税の額から住宅借入金等特別控
除額を控除しきれない場合は、町・県民税から控除されます。
    また、これまでと異なり、原則原則原則原則「「「「申告不要申告不要申告不要申告不要」」」」となっております。
市町村では提出いただいた給与支払報告書に基づいて控除額の算出をしますので、必要事項必要事項必要事項必要事項
へのへのへのへの記載漏記載漏記載漏記載漏れがないようれがないようれがないようれがないようご協力よろしくお願いいたします。

※　住宅ローン控除の計算方法については『年末調整のし
かた』３０ページ又は７５ページをご参考ください。



① 対象者
所得税において住宅借入金等特別税額控除額の適用がある者
（平成11年から平成18年まで、及び平成21年から平成25年までに入居したものに限る）

② 控除額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除について、所得税における税額控除額と
同額（最高97,500円）を限度に控除

③ 申告
市町村に対する申告は不要

【【【【例例例例１１１１】】】】 年末調整年末調整年末調整年末調整においてにおいてにおいてにおいて住宅借入金等特別控除額住宅借入金等特別控除額住宅借入金等特別控除額住宅借入金等特別控除額のすべてをのすべてをのすべてをのすべてを控除控除控除控除したしたしたした場合場合場合場合

①　算出税額
②　住宅借入金等特別控除額
③　年末調整において控除した税額
④　差し引き徴収税額

２２５，０００ 円
２５，０００ 円

２５０，０００ 円
２２５，０００ 円

居住開始年月日は忘れずに記
載してください。

年末調整（国税部分）で満額控除
済みのため、記載は不要です。

なお、「平成１０年以前及び平成１９
年から平成２０年まで」に入居した
場合も記載は不要です。

「給与支払報告書の摘要欄」の記載要綱

これまでと異なり、市町村・県民税の住宅借入金等特別税額
控除は「申告不要」となっております。
市町村では、提出いただいた給与支払報告書にもとづいて控
除額を算出をしますので、必要事項への記載もれがないよう
ご協力よろしくお願いいたします。

なお、記載内容に不明な点があった場合には、「給与支払報
告書」の再作成を依頼することもございますので、ご留意くだ
さい。

町民税・県民税の「住宅借入金等特別税額控除」について



【【【【例例例例２２２２】】】】 年末調整年末調整年末調整年末調整においてにおいてにおいてにおいて控除控除控除控除しきれないしきれないしきれないしきれない住宅借入金等特別控除額住宅借入金等特別控除額住宅借入金等特別控除額住宅借入金等特別控除額があるがあるがあるがある場合場合場合場合
①　算出税額
②　住宅借入金等特別控除額
③　年末調整において控除した税額 １６３，７００ 円
④　差し引き徴収税額 ０ 円

【【【【例例例例３３３３】】】】 年末調整年末調整年末調整年末調整においてにおいてにおいてにおいて複数複数複数複数のののの住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除のののの適用適用適用適用をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合
１回目（居住開始、平成１８年３月　１日）・・・居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の

年末残高　１２，５００，０００ 円
２回目（居住開始、平成２０年５月２０日）・・・居住用部分の増改築等に係る借入金等の

年末残高　１０，０００，０００円

１６３，７００ 円
２２５，０００ 円

居住開始年月日は忘れずに記
載してください。

年末調整で控除しきれな
かった金額（①と②の差額）
ではないことに留意してくだ
さい。

居住開始年月日及び借入金等年
末残高を必ず記載してください。
市町村・県民税で対象になるの
は・・・
「平成１１年から平成１８年まで、
及び平成２１年から平成２５年ま
で」に入居した場合に限ります。


